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■
一
般
会
計
予
算
を
増
額
補
正
し
、
37
億
８
千
161
万
７
千
円
に

■
第
６
次
小
平
町
総
合
計
画
を
策
定
（
平
成
30
年
度
か
ら
10
年
間
）

■
教
育
委
員
会　

教
育
長
に
照
井
廣
章
氏
を
同
意

▼
小
平
町
指
定
居
宅
介
護
支

援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運

営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定

○
介
護
保
険
法
の
一
部
が
改

正
さ
れ
平
成
30
年
度
か
ら
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

権
限
が
、
都
道
府
県
か
ら
市

町
村
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
基
準
等
を
条
例
で
制

定
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定

○
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
等
に
関
す
る
現
行
関
係

条
例
を
一
つ
の
条
例
に
集
約

し
、
制
定
し
ま
し
た
。

条
例
の
一
部
改
正

条 

例 
の 
制 
定

▼
小
平
町
町
税
条
例
の
一
部

改
正

○
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、

「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同

一
生
計
配
偶
者
」
と
す
る
字

句
等
の
改
正
を
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
国
民
健
康
保
険
条

例
の
一
部
改
正

▼
小
平
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
改
正

▼
小
平
町
国
民
健
康
保
険
財

政
調
整
基
金
条
例
の
一
部
改

正○
こ
の
３
つ
の
条
例
は
、
国

民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
平
成
30
年
度
か
ら

効
率
的
な
事
業
の
確
保
の
た

め
、
財
政
運
営
の
責
任
主
体

が
都
道
府
県
単
位
化
さ
れ
る

こ
と
と
、
安
定
的
な
財
政
運

営
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を

し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
後
期
高
齢
者
医
療

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

○
高
齢
者
の
医
療
確
保
に
関

す
る
法
律
が
一
部
改
正
さ
れ
、

平
成
30
年
度
か
ら
国
民
健
康

保
険
住
所
地
特
例
該
当
者
が

年
齢
到
達
に
よ
り
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
移
行
す
る

場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
加

入
住
所
地
の
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
に
加
入
す
る
住

所
地
特
例
を
適
用
す
る
改
正

を
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正

○
第
７
期
介
護
保
険
計
画
策

定
に
よ
る
新
た
な
保
険
料
の

算
定
と
、
介
護
保
険
法
の
一

部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し

ま
し
た
。

▼
小
平
町
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支

援
事
業
の
実
施
に
必
要
な
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正○
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
引
用
条
項
を
改
正

し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
ワ
イ
ン
用
ぶ
ど
う

園
オ
ー
ナ
ー
基
金
条
例
の
廃

止○
事
業
の
終
了
に
伴
い
、
条

例
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

条 

例 

の 

廃 

止

▼
第
６
次
小
平
町
総
合
計
画

の
策
定

○
平
成
30
年
度
か
ら
10
年
間

の
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

総
合
計
画
の
策
定

▼
小
平
町
観
光
交
流
セ
ン
タ

ー
の
管
理
を
行
わ
せ
よ
う
と

す
る
事
業
者

○
小
平
町
字
鬼
鹿
港
町
112
番

地
　

株
式
会
社　

Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｌ　

Ｏ
Ｂ
Ｉ
Ｒ
Ａ

　

代
表
取
締
役　

角
谷
亨
仙

○
指
定
の
期
間

　

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

３
年
間

指
定
管
理
者
の
指
定

▼
閉
会
中
の
各
委
員
会
の
継

続
調
査

○
議
会
閉
会
中
で
も
各
委
員

会
の
所
管
す
る
事
務
及
び
事

件
に
つ
い
て
、
継
続
し
て
調

査
で
き
る
こ
と
に
決
定
し
ま

し
た
。 発

議

▼
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任

命○
次
の
者
の
任
命
に
同
意
し

ま
し
た
。

　

小
平
町
字
小
平
町

　
　
　
　

照　

井　

廣　

章

　

昭
和
33
年
５
月
30
日
生

同

意


